
   平成１８年１２月２６日 製品安全課 

項  目 自動販売機の電熱装置の扱い 

 

 

１ 内容 

電気用品安全法施行令別表第一（特定電気用品）七（７）においては、「自動販

売機（電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券

用のものを除く。）」となっていますが、プリンタを搭載する自動販売機の場合、

プリンタに内蔵されたヒーター（サーマルヘッド等のヒーター）は、（７）にいう

電熱装置に含まれますか。含まれる場合には、ヒーター容量の下限値等の制約があ

りますか。 

 

２ 回答 

 プリンタに内蔵されたヒーターは、電気用品安全法施行令別表第一 七（７）

にいう電熱装置に含まれます。 

 プリンタの印字方式等には、様々なものがあり、ヒーターの容量も大小様々で

あることから、ヒーター容量による制約は設けていません。 

 

電気用品安全法の解釈 － 電気用品安全法に関する質問について 


